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公共工事の入札に係る工事費内訳書の取り扱いについて 
 
 
令和６年６月１４日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「入札契約適正化法」という。）が改正さ
れ、入札金額の内訳を記載した書類（以下「内訳書」という。）に、材料費、労務費及び当
該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土
交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなけ
ればならないこととされました（入札契約適正化法第１２条）。  

また、提出された内訳書について、地方公共団体がその内容の確認等必要な措置を講ずべ 
き旨が規定されており、本町においても法の趣旨を受け、下記のとおり取り扱いいたします 
のでお知らせいたします。  

 
記 

 
１ 内訳書に記載が必要な経費等について  

材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するため
に不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために
必要な経費の内訳の記載が必要になります。具体的には「材料費」、「労務費」、「法定福利
費の事業主負担額」、「建退共制度の掛金」及び「安全衛生経費」の５項目になります。 

 
２ 内訳書様式について 

  内訳書の様式は自由です。記載が必要な事項を反映した参考様式を別添及びホームペ
ージに掲載しますので、必要に応じて活用してください。 

 
３ 実施時期 
  令和８年４月１日以降の入札から実施。


